
 

【別 紙】 

（下線は変更部分） 

現 行 定 款 変 更 案 

（取締役の責任免除） 

第 29条 当会社は、会社法第 426 条第 1項の

規定により、取締役会の決議によって、同

法第 423 条第 1項の取締役（取締役であっ

た者を含む。）の損害賠償責任を法令の限度

において免除することができる。 

 

当会社は、会社法第 427 条第 1項の規定に

より、社外取締役との間に、同法第 423 条

第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締

結することができる。ただし、当該契約に

もとづく責任の限度額は、法令が規定する

額とする。 

（取締役の責任免除） 

第 29条 当会社は、会社法第 426 条第 1項の

規定により、取締役会の決議によって、同

法第 423 条第 1項の取締役（取締役であっ

た者を含む。）の損害賠償責任を法令の限度

において免除することができる。 

 

当会社は、会社法第 427 条第 1項の規定に

より、取締役（業務執行取締役等であるも

のを除く。）との間に、同法第 423 条第 1

項の損害賠償責任を限定する契約を締結す

ることができる。ただし、当該契約にもと

づく責任の限度額は、法令が規定する額と

する。 

（新  設） （補欠監査役の選任決議の効力） 

第34条 補欠監査役の選任に係る決議が効力

を有する期間は、当該決議後４年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の開始の時までとする。 

第 34条 

       （条文省略） 

第 36条 

第 35条 

      （現行どおり） 

第 37条 

（監査役の責任免除） 

第 37条 当会社は、会社法第 426 条第 1項の

規定により、取締役会の決議によって、同

法第 423 条第 1項の監査役（監査役であっ

た者を含む。）の損害賠償責任を法令の限度

において免除することができる。 

 

当会社は、会社法第 427 条第 1項の規定に

より、社外監査役との間に、同法第 423 条

第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締

結することができる。ただし、当該契約に

もとづく責任の限度額は、法令が規定する

額とする。 

（監査役の責任免除） 

第 38条 当会社は、会社法第 426 条第 1項の

規定により、取締役会の決議によって、同

法第 423 条第 1項の監査役（監査役であっ

た者を含む。）の損害賠償責任を法令の限度

において免除することができる。 

 

当会社は、会社法第 427 条第 1項の規定に

より、監査役との間に、同法第 423 条第 1

項の損害賠償責任を限定する契約を締結す

ることができる。ただし、当該契約にもと

づく責任の限度額は、法令が規定する額と

する。 

第 38条 

       （条文省略） 

第 43条 

第 39条 

      （現行どおり） 

第 44条 

以 上 

～ ～ 

～ ～ 


